
令和６年６月 30日 

   杉 並 区 

令和５年度退職者の再就職状況   

令和５年度退職者再就職先一覧（営利企業等・その他団体） 

№ 区退職時の職名 氏名 区退職年月日 再就職先の名称・職名 再就職年月日 

１ 
保健福祉部杉並福祉事務所 

高井戸事務所担当課長 
佐藤 秀行 

令和５年３月 31日 

※令和４年度退職 

公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 

一般契約社員 
令和５年 10月１日 

２ 保健福祉部参事 白井 教之 令和６年３月 31日 
公益財団法人 杉並区障害者雇用支援事業団 

常務理事 
令和６年４月１日 

３ 環境部参事 武田 護 令和６年３月 31日 
公益財団法人 杉並区スポーツ振興財団 

常務理事 
令和６年４月１日 

４ 
杉並区立泉南中学校 

副校長 
石津 祐次 令和６年３月 31日 

公益財団法人 日本教育公務員弘済会東京支部  

参事 
令和６年４月１日 

 

 

≪参考≫ 令和５年度退職者の概要 

定年退職・途中退職（暫定再任用職員を除く）             単位：人     暫定再任用職員                      単位：人 

区 分 退職者数 

再就職者数 
再就職 

なし・ 

未定等 

 

区 分 退職者数 

再就職者数 
再就職 

なし・ 

未定等 
再任用職員 

営利企業等・ 

その他団体 

区・都等の 

会計年度 

任用職員 

営利企業等・ 

その他団体 

区・都等の 

会計年度 

任用職員 

部 長 級 ２ ０ ２ ０ ０ 部 長 級 ０ ０ ０ ０ 

課 長 級 １（１） ０ １（１） ０ ０ 課 長 級 ９ ０ ７ ２ 

校 長 等 ２ ０ ０ ２ ０ 校 長 等 ８ １ ７ ０ 

※暫定再任用とは、定年退職した職員の知識や経験・能力を有効に活用するため、65歳に達する年度までを限度に雇用を行うことができる制度です。 

※校長等には、小・中・養護学校校長、副校長、子供園長・副園長を含みます。 

※（  ）内の人数は、令和５年６月 30日以降に再就職の届出があった令和４年度退職者数（内数）になります。 


